
 
 資料２－６ 

 
使用上の注意改訂案 

現行 改訂案 

重要な基本的注意 

2. 過去に経口パリペリドン又はリスペリドンでの治療

経験がない場合には、まず、経口パリペリドン又は経

口リスペリドン製剤を投与し、忍容性があることを確

認した後、本剤を投与すること。 

 

用法及び用量に関連する使用上の注意 

2) 過去にパリペリドン又はリスペリドンでの治療経験

がない場合には、まず、一定期間経口パリペリドン又

は経口リスペリドン製剤を投与し、治療反応性及び忍

容性があることを確認した後、経口パリペリドン又は

経口リスペリドン製剤を併用せずに本剤の投与を開

始すること。 

用法及び用量に関連する使用上の注意 

5） 他の持効性注射剤から本剤に切り替える場合

は、薬剤の薬物動態を考慮して投与時期、投与量

に十分注意し、患者の症状を十分に観察すること

（「薬物動態」の項参照）。 

用法及び用量に関連する使用上の注意 

6) 他の持効性注射剤から本剤に切り替える場合

は、薬剤の薬物動態を考慮して投与時期、投与量に

十分注意し、患者の症状を十分に観察すること。 

本剤及びリスペリドンの主活性代謝物はパリペリドン

であり、リスペリドン持効性懸濁注射液から本剤へ

の切替えにあたっては、過量投与にならないよう、用

法・用量に注意すること。 

以下の投与方法で、リスペリドン持効性懸濁注射

液投与時の定常状態と同程度の血漿中有効成分

濃度が得られることが推定されている（「薬物動

態」の項参照）。 

●リスペリドン持効性懸濁注射液25㎎を2週間隔

で投与している患者には、最終投与の 2 週間後

から本剤 50 ㎎を 4 週間隔で投与する。 

●リスペリドン持効性懸濁注射液 50mg を 2 週間

隔で投与している患者には、最終投与の 2 週間

後から本剤 100mg を 4 週間隔で投与する。 
 

重要な基本的注意 

１．本剤は持効性製剤であり、直ちに薬物を体外に排

除する方法がないため、本剤を投与する場合は、予

めその必要性について十分に検討し、副作用の予

防、副作用発現時の処置、過量投与等について十分

留意すること。［「用法・用量に関連する使用上の注

意」、「副作用」、「過量投与」の項参照］ 

重要な基本的注意 

１．持効性製剤は、精神症状の再発及び再燃の予防

を目的とする製剤である。そのため、本剤は、急激な

精神興奮等の治療や複数の抗精神病薬の併用を必

要とするような不安定な患者には用いないこと。また、

一度投与すると直ちに薬物を体外に排除する方法が

ないため、本剤を投与する場合は、予めその必要性

について十分に検討し、副作用の予防、副作用発現

時の処置、過量投与等について十分留意すること。

［「用法・用量に関連する使用上の注意」、「副作用」、

「過量投与」の項参照］ 

下線は改訂箇所 


